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はじめに 1 

2 

宿泊税は、観光資源の魅力向上及び情報発信、旅行者の受入環境の充実その他の観光3 

の振興を図る施策に要する費用に充てるための法定外目的税として、令和２年４月１日に施4 

行された。 5 

その後、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大など、大きな環境変化を経験しながら、6 

北九州市の戦略的な観光振興施策の実施に大きく貢献してきた。 7 

8 

北九州市宿泊税条例の附則では、条例の施行から３年を経過した場合に、条例の施行状9 

況について検討を行うように定められていることから、北九州市では北九州市宿泊税検討会10 

での外部有識者による意見をもとに、これまでの宿泊税の施行状況などを振り返ったうえで、11 

今後の宿泊税のあり方について検討を加えた。 12 

この「北九州市宿泊税のあり方について」は、その検討内容をまとめたものである。 13 

14 
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15 

１宿泊税導入にいたる経緯と宿泊税制度の概要 16 

（１）宿泊税導入の経緯について 17 

福岡県において、平成３０年に、さらなる観光需要の増加に向けて、福岡県が果たす18 

べき役割、取り組むべき施策、施策を推進するために必要となる財源確保策を検討す19 

るため、「福岡県観光振興財源検討会議」が設置され、同会議から県に対して、観光振20 

興財源として宿泊税の導入が適当である旨の提言がなされた。 21 

北九州市においても、令和元年６月に北九州市議会において、北九州市での宿泊税22 

導入に関する決議が可決され、同時に、外部有識者による「北九州市宿泊税に関する23 

調査検討会議」において宿泊税の導入についての検討が開始された。 24 

「北九州市宿泊税に関する調査検討会議」では、先行事例の調査、宿泊事業者・旅25 

行会社や宿泊者へのアンケート調査などを行ったうえで、課税要件や宿泊税の使途に26 

ついて検討が行われた。 27 

このような経過を経て、福岡県と調整の上で、令和元年９月に、北九州市宿泊税条28 

例案が可決・成立し、令和２年４月１日に、北九州市宿泊税条例が施行され、観光資29 

源の魅力向上及び情報発信、旅行者の受入環境の充実その他の観光の振興を図る施30 

策に要する費用に充てるための法定外目的税として、北九州市において宿泊税が導入31 

された。 32 

33 

（２）「北九州市宿泊税に関する調査検討会議」での議論について 34 

「北九州市宿泊税に関する調査検討会議」では、 35 

観光振興の現状と課題、財政状況を踏まえた上で収入を必要とする財政需要が36 

あるか 37 

税以外に、より適切な手段がないか 38 

（宿泊税を導入した場合）目的、対象等から見て適当な税、期間であるか 39 

などが議論され、以下の提言がなされた。 40 

41 

ア 北九州市の観光行政を取り巻く社会情勢や財政状況等を踏まえると、観光に関す42 

る新たな財政需要に適切に対応していくために、新たな安定的財源である宿泊税43 

を導入することが適当である 44 

イ 宿泊税を財源とする観光振興施策については、以下に示された「宿泊税を財源とす45 

る取組の考え方」の３点を遵守し、方向性や優先順位を明確にした上で取り組む必46 

要がある 47 

48 

49 

50 

【宿泊税を財源とする取組の考え方】 

① 北九州市観光振興プランに基づく施策に充当する。 
② 今後の観光動向や、九州全体における北九州市の役割を踏まえた施策
に活用する。 

③ 既存施策への単純な充当は行わない。
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51 

ウ 税額については、福岡県との二重課税を考慮し、宿泊者の負担は２００円とすること52 

が必要である。福岡県と北九州市の割合については、福岡市の税率を念頭に置き、53 

福岡県との協議の上で決定すべきである。 54 

55 

加えて、以下のことが宿泊税制度の実施・運営にあたって求められた。 56 

ア 新たに宿泊税を創設するにあたっては、税の原則である「公平・中立・簡素」の考えな57 

どのもと、納税者や特別徴税義務者など関係者への丁寧な説明や必要な協議を行58 

いながら制度構築を行うこと 59 

イ 宿泊者にとって新たな負担となる宿泊税は、その使途が明確であること、具体的にど60 

のような事業に充当されたかを明らかにするなど、納税者に十分納得してもらった上61 

で負担していただくことが重要であり、北九州市にはこれらの説明責任に応えていく62 

こと 63 

ウ 当初３年、以後は５年毎に、社会情勢等の変化を勘案し、宿泊税について検討する64 

必要があり、モニタリング組織の設置など、観光振興に対する取組の効果を検証す65 

ることが特に重要であり、今後、必要な措置を講じること 66 

67 

（３）宿泊税制度の概要について 68 

「北九州市宿泊税に関する調査検討会議」での議論を受け、北九州市では、北九州69 

市宿泊税条例及び同条例施行規則において、宿泊税の賦課徴収について次のように70 

定めている。 71 

宿泊税は、観光資源の魅力向上及び情報発信、旅行者の受入環境の充実その他の72 

観光の振興を図る施策に要する費用に充てるための法定外目的税であり、納税義務73 

者は、市内の宿泊施設に宿泊する者である。 74 

１人１泊あたり１５０円（市税分）の税率で課税され、福岡県が課する宿泊税がある場75 

合は、県宿泊税に係る賦課徴収を宿泊税の賦課徴収と併せて行うものとする。 76 

宿泊施設の経営者を特別徴収義務者とし、その特別徴収義務者が宿泊者から宿泊77 

税を徴収し市に申告納入する、特別徴収の仕組みを採用する。 78 

宿泊税の特別徴収義務者は、原則として毎月末日までに前月分の宿泊税額を申告79 

納入しなければならない。ただし、申告納入すべき宿泊税額が一定額以下であるなど80 

の要件に該当する場合には、３ヶ月分をまとめて申告納入できる特例を設ける。 81 

82 
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〔表１ 宿泊税の概要〕83 

内容 観光資源の魅力向上及び情報発信、旅行者の受入環境の充実その他の

観光の振興を図る施策に要する費用に充てるための法定外目的税 

納税義務者 宿泊施設の宿泊者 

（宿泊施設とは、ア 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条第１項に規

定する旅館業（同条第４項に規定する下宿営業を除く。）に係る施設 

イ 国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号）第１３条第４項に規定

する認定事業に係る施設 

ウ 住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６５号）第２条第３項に規定する住

宅宿泊事業に係る住宅 

税率 １人１泊あたり２００円（県税率５０円を含む） 

徴収方法および特別

徴収義務者 

特別徴収の方法による。 

特別徴収義務者は、宿泊施設の経営者とする。 

条例の施行状況につ

いての検討 

条例の施行から３年経過後、社会経済情勢等の変化等を勘案し、この条

例の施行の状況について検討を加える。 

必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる 

その後においても、５年ごとに同様の検討を行う。 

施行日 令和２年４月１日 

84 

２宿泊税の施行状況 85 

（１）宿泊税についての周知活動について 86 

北九州市では、宿泊税条例で、税の徴収方法は特別徴収と規定しており、宿泊者が87 

納付すべき宿泊税は、特別徴収義務者である宿泊施設の経営者が徴収しなければな88 

らないこととされている。 89 

そのため、宿泊税の課税開始前に、宿泊施設経営者向けの事務の手引を作成し、90 

宿泊税の制度や事務の周知等を図るための説明会を開催することで、新税への理解91 

と協力を得られるよう努めた。 92 

一方、実際に宿泊税を負担する宿泊者向けには、宿泊税の概要をお知らせするた93 

めのポスターやリーフレットなどを作成し、宿泊施設に、施設内におけるポスターの掲94 

示やリーフレットの配置などについてご協力いただいた。 95 

なお、ポスターやリーフレットの広報物は、インバウンド向けに英語、中国語（簡体字、96 

繁体字）、韓国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ベトナム語、アラビア97 

語、ネパール語、タイ語の最大１２言語について作成した。 98 

また、公共交通機関を利用する観光客やビジネス客などに対し、宿泊税への理解を 99 

促進するため、下記のとおり各種交通広告による広報周知を実施した。 100 

101 
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〔表２ 掲出場所ごとの媒体種類〕 102 

掲出場所  媒体種類 

西鉄バス 車内広告、バスドアシート広告、座席ステッカー設置など 

ＪＲ駅舎など ・市内主要駅（小倉駅・黒崎駅・戸畑駅・門司駅・八幡駅・門司港

駅）での駅貼りポスター広告 

・小倉駅ＪＡM広場大型ビジョンを使用しての告知ＣMの放映 

・小倉駅南口の大型広報設備を使用しての告知ＣMの放映 

・折尾駅におけるデジタルサイネージ、電照看板広告 

北九州モノレール 車内広告 

北九州空港 空港ビル１階到着口における電照広告 

市営バス 車内広告 

なお、現在においても、本市で発行している市税のしおりやホームページなどの各種広103 

報媒体を活用し、宿泊税についての周知を行っている。104 

105 

（２）北九州市の観光の状況について 106 

【延べ宿泊者数・宿泊税税収】 107 

延べ宿泊者数、宿泊税収とも新型コロナウイルス感染症の影響を受けて大幅に減少。108 

その後、令和２年以降は回復基調にある。 109 

110 

111 

112 

【宿泊施設の状況】 113 

令和４年から令和5年にかけて市内の大型ホテルが閉館したことも影響し、施設数、114 

客室数とも若干減少したが、令和５年中に新たなホテルの開業が予定されるなどの動115 

きもあり、市全域としては、客室数、定員数については大きな変動は無いものと考える。 116 



6 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

【観光客数（延べ数）、日帰り・宿泊客数（実数）】 129 

スペースワールド閉園の影響により、平成３０年に観光客数、宿泊客数とも落ち込ん130 

だものの、令和元年には回復。その後、コロナの影響により大きく減少したが、令和３年131 

以降は若干回復基調。 132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

【外国人観光客数・宿泊客数】 148 

新型コロナウイルスの影響で令和２年、令和３年ともほぼゼロに近い水準にまで大149 

幅減少。観光客数、宿泊客とも、韓国、台湾、中国の３地域でほぼ７割近くを占めて150 

いる。 151 

152 
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153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

【観光消費単価】 168 

令和４年の一人当たりの観光消費単価は、宿泊で２２，６７９円、日帰りで３，２７７円。 169 

宿泊については、コロナ前の水準に回復している一方で、日帰りについては、交通費、170 

土産代、飲食代ともコロナ前の水準までは回復していない。これはマイクロツーリズム171 

の増加により、移動距離の減少、滞在の短時間化が原因と考えられる。 172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

【市内の宿泊施設数・客室数・定員の推移】 183 

 (補足コメント（作成中）) 184 

185 

186 

（３）宿泊税を活用してこれまで講じてきた観光施策について 187 

【宿泊税を活用した施策】188 
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令和２年度は、主に小倉駅観光案内所のリニューアルやテレビ番組での観光のＰＲ189 

などに取り組んだ。 190 

令和３年度は、主にコロナの影響に苦しむ宿泊・観光事業者への支援などに取り組191 

んだ。 192 

令和４年度は、主にコロナをきっかけに生まれた新たな事業への対応や、夜景、産業193 

観光等の強みを活かしたプロモーションなどに取り組んだ。 194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

３今後の観光施策と宿泊税のあり方 209 

（１）税率、免税点、課税免除などについて 210 

 北九州市では、宿泊税を充当する観光施策の事業規模、税を負担する宿泊者にとっ211 

ての分かりやすさなどを勘案し、免税点、課税免除を行わず、税率を１人１泊あたり212 

２００円（県税率を含む）の定額としている。 213 

税の公平性の原則や、特別徴収義務者である宿泊事業者の徴収事務の負担軽減214 

の観点および、頻繁な制度改正は宿泊者、宿泊事業者双方にとって望ましいものでは215 

ないため、現時点では、免税点、課税免除のあり方も含め、現行制度を継続することと216 

する。 217 

ただし、制度の特性上、福岡県の宿泊税との整合性にも留意が必要であるため、福218 

岡県において現在議論されている宿泊税に関する検討内容についても引き続き注視219 

していく。 220 

また、宿泊税は、宿泊者の負担に加えて、徴税事務を担う特別徴収義務者の協力の221 

うえに成り立っている制度であるから、特別徴収者に新たな事務負担などが生じない222 
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かなど情報収集を続け、今後も多くの関係者の理解が得られる制度として継続される223 

よう取り組んでいく。 224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

（２）福岡県との役割分担について 235 

①県の観光振興指針の４つの施策体系のうち、政令市内における「受入環境の充実」236 

②および「観光資源の魅力向上」については、基本的に両政令市が担い、福岡県は、県237 

全体の観光の底上げに資する広域観光を推進する観点から、両政令市内においても、238 

③ ④観光振興指針の４つの施策体系のうち「効果的な情報発信」および「観光振興の239 

体制強化」を実施することと整理されている。 240 

③ ④今後は、県が実施する「効果的な情報発信」および「観光振興の体制強化」はも241 

① ②ちろん、「受入環境の充実」および「観光資源の魅力向上」に関しても、実務協議な242 

どを密に行うなど、情報やデータを共有しながら、事業効果を最大限発揮できるよう取243 

り組んでいく。 244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

宿泊税検討会での委員からの主な意見

課税要件など税制度全体について現在大きな課題がなければ、現状のままでよい

のではないか。

現状のままで問題や課題がないのであればこのままの制度でよい。徴収する方法

が複雑になると手間がかかる。料金面も含めて現在の徴収方法がスムーズである

と思われるので、現時点ではこのまま継続でよいのではないかと考える。

徴収者としてのホテル側の立場からすると、徴収額や徴収方法が、何回も変更にな

ると現場も戸惑う。宿泊料金の何％とか、いくらからいくらまでは１００円で、それ以

上の料金を支払っている方には高額の宿泊税を負担してもらうとか、いろんな考え

方があるが、現行制度は分かりやすい。施設側としては徴収するのであれば、分か

りやすいやり方をしてほしい。税率が一律２００円という金額も、妥当かなと思う。 

宿泊税検討会での委員からの主な意見

福岡県の収入分５０円があるが、その分がどのように使われているか、データがどこ

かに出ているかもしれないが、明確には分からない。当然この部分は北九州市では

コントロールできない税収だと思うが、せめて北九州周辺の周遊に使うなど県に申

し入れすべきではないかと考える。 

この宿泊税の制度自体は徴税方法も含めて福岡県と一体的に方向性は考えてい

かないといけない。 
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（３）使途の大まかな方向性について 255 

考え方１ 北九州市観光振興プラン（令和５年４月改訂）に基づく施策に充てる 256 

北九州市の観光振興に関する基本的な方向性を示す、観光振興プランに基づ257 

いた施策に充当していく。 258 

259 

考え方２ 市内周遊、市内での消費拡大などにつながる施策に充てる 260 

宿泊、飲食、小売など観光に関わる様々な産業の活性化、雇用拡大などを図る261 

とともに、観光を市の基幹産業として成長させるために、産業としての付加価値262 

向上、市内周遊促進、市内での消費拡大に資する施策に充当する。 263 

264 

考え方３ インバウンド対策など、増大する観光需要への対応を着実に進める 265 

急回復しているインバウンド対策など、情勢の変化を踏まえた早急な対応や、266 

持続可能な観光に向けた新たな視点での施策に充当する。 267 

268 

考え方４ 既存施策の単純な充当は行わない 269 

既存事業への単純な充当ではなく、データ分析に基づき、時代の要請にあった270 

新規事業や既存事業の拡充に充てる。 271 

272 

なお、実際の実施事業は、上記の考え方を基に、観光を取り巻く状況や税収見込みを踏273 

まえ、各年度の予算編成時に検討していくものとする。 274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

宿泊税検討会での委員からの主な意見

（使途全般について） 

観光振興プランに基づく施策に充当するということの方向性については、まったく異論

はない。ただし、限りある財源を有効活用するためにも、メリハリを付けて、重要施策を

定めて、その点は加速して重点的に取り組むなどの工夫が必要になるのではないか。 

税金の使い方としては非常に難しいところだが、おみやげものでも、観光コンテンツで

も、これがすごいというものがあったら、ある程度えこひいきすべきだと思う。それをど

んどん伸ばす。みんなで伸ばして、名物に仕立て上げる。それが何かはこれから議論さ

れるだろうが、そういうような広い気持ちで取組を検討してはどうかと思う。 

観光振興策や観光客を対象にした取組が充実していくことによって、出張で来た人も、

市民にとってもプラスになる。狭い意味での観光客にも、ビジネスで出張に来る人にも、

あるいは市民の人でホテルを利用する人にもメリットのあり、納得のいただけ、説明が

つく使途にしっかり取り組んでいくということが重要。
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293 
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295 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 
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304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

宿泊税検討会での委員からの主な意見

（修学旅行について） 

修学旅行生を課税の対象としている点について、地域によっては、免税対象になって

いるということを聞くが、修学旅行生にもこれまで通り課税はするが、修学旅行の誘致

促進策も含め、何かしら別の方法で還元するなどを検討してもいいのではないか。 

修学旅行のコンテンツとして、ＳＤＧｓなど北九州市の強みも活かして、例えば、

ホテルの宴会場などでＳＤＧｓ関連の講義を実施するなど、全面的にやっていき

たい。その辺に公的支援などがあるとなお良いと考える。 

（宿泊施設への支援について） 

宿泊施設に限らず人手不足で、宿泊施設でもその影響で客室を100％稼働できて

おらず、税収の機会損失につながっていると思うので、人手不足などの課題対応

の支援を検討してもいいかなと思う。例えば雇用にかかるコストの支援や、外国

人を雇う場合は住宅の支援とか、雇った方の人材育成など、そういったコストへ

の支援に宿泊税の一部を充てるというのは、価値があるのはないか。 

ホテルとか旅館の中で飲食部門を抱えているところの調理人の人材不足が大き

な問題になっている。特に残念なのは調理人をやめて違う職種に就くという人材

が多いこと。サービス業全般でも、調理人でも、一日１～２時間でもいいから手

伝ってもらえると助かるというところは多い。手に職をつけたということは、も

ともと調理人をやりたかったのだと思う。飲食をやりたい人はいる、一方で調理人が

不足しているということなので、人材のマッチング的なものに宿泊税を活用する方法

はないかなと思う。

宿泊税を活用して、宿泊施設の配管や空調などのインフラ整備の一部への支援が

できれば、宿泊施設にも宿泊者にもメリットがある。 

北九州市オリジナルの環境に配慮したホテルアメニティの作成・市内ホテルでの

共有化、共同リサイクルを行う取組など、ＳＤＧｓ未来都市北九州市のイメージ

アップに宿泊税を活用してはどうか。 

（ＤＭＯへの支援、観光関連データの収集について） 

今年、北九州に地域ＤＭＯが誕生した。そのミッションの一つに観光関連のデータを

収集してこれを会員などに自由に使ってもらうということがある。 

この考え方は、ＤＭＯが求心力を持つために非常に重要な取組だと思うし、観光関連

のデータを収集、分析することは、北九州市の観光振興全体にとっても、今後重要に

なってくるので、そういうところへの支援に宿泊税を使っていくとか、そういったことも

検討すべきかと考える。 

（観光情報の発信について） 

一番重要なのは北九州に来ていただく人数を増やすということ。魅力の発信や訴求を

しっかり行うことが大切。 
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334 

335 
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337 
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352 

353 

354 

355 

356 

宿泊税検討会での委員からの主な意見

（市内周遊の促進について） 

一つひとつの観光コンテンツはすごく魅力があるということは間違いないので、それを

つなぐということが重要。移動手段がない方もいるので、公共交通機関との組み合わ

せで、点在している観光施設を周遊パスなどでスタンプラリー的につなぐような仕掛

けづくりが必要。その点については、以前観光振興プランにも出ていたが、地元の方と

観光客がつながるということで、周遊パスの拠点に行くと、地元の方たちが街歩きのガ

イドをしてくださるというような仕組みがあるといい。いきなりその土地の歴史や文化

を理解するのは難しいので、周遊パスと地元の方によるガイドを組み合わせることで、

北九州ならではの観光コンテンツが作れるのではないか。 

それぞれの企画をさらにまとめ上げる仕組みは、ＤＭＯでやっていただくのもよいか

もしれない。まとめる組織なり企業なりがしっかりあって、今あるコンテンツを組み合わ

せて北九州ならではの観光資源を創っていくのが、一番観光として盛り上がっていく

のではないかと考える。そういったところに宿泊税を使っていくのがよいと思う。

（市内での観光消費の拡大について） 

旅の楽しみのひとつにおみやげものがある。明太子はよく売れるが、北九州で「これを

買いたい」というものがなかなかなくて、どうしても福岡のものを買われることが多い。

わざわざこれを買いに北九州に来たいというものが必要なのかなと思う。例えば今だ

と名古屋にカフェタナカのクッキーとかをわざわざ買いに来るという女性も多い。 

産業振興となったら「特産品を使って」という発想が多いが、それはそれとして、もっ

と買いたいと思うようなアイデアと仕組みづくりに対して支援が必要かなと思う。 

食も大切な観光資源。北九州市にはこういうものがあるよというものを作って、そ

れをＰＲ・プロモーションしていくことが必要。 

北九州市に来られるお客様の中には、門司港、唐戸市場などで観光はするが、それは

昼間だけでよくて、夜はやっぱり博多の方に行って屋台に行ったり、食事して帰ったり

される方が多い。北九州市は日帰りで十分、帰るときは福岡空港からたくさんおみや

げを買ったり、最後のグルメを楽しんだりなど、なかなか北九州市内での宿泊につな

がらないということが言われてきた。宿泊する仕掛けづくりというのはとても重要なの

かなと思う。 

例えば、函館の屋台村が北九州にあったらどうなるか？朝市があったらどうなるか？ 

朝市や屋台を体験しようと思ったら泊まらなければいけない。泊ってもらう仕掛けが

必要。あと、皿倉山など、日本一の夜景をもっと活かし、宿泊を促す仕掛けを考えるべ

き。 

出張者の方や、ご家族連れとか宿泊して楽しめる仕掛け、夜と朝に楽しめるイベントを

作るというのは全体の税収の面も含めて、非常に重要なことではないか。 
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358 

359 

360 

361 

362 

363 

364 

365 

366 

367 

368 

369 

370 

371 

372 

373 

（４）今後の宿泊税に関する検討について 374 

観光振興プランの前半の取組期間が終了する令和７年時点や、条例の定めに基づ375 

き、５年ごとに行う条例の施行状況の検討を行う際など、今後の観光需要の回復状況376 

や観光産業をめぐる状況、北九州市における観光振興施策も展開などを踏まえながら、377 

外部有識者などに意見を求めるなど、必要に応じて今後も宿泊税のあり方や使途など378 

の状況の確認・評価、見直しを行うものとする。 379 

380 

宿泊税検討会での委員からの主な意見

（インバウンド対策） 

インバウンドに対する突っ込みがほとんど見えない。福岡空港には韓国から毎日

３5００人から４０００人来ている。北九州空港には１００人。そんな状況の中にあって、

我々が今何を考えないといけないかと言うと、やはりインバウンドだと思う。 

福岡市にしても大分にしても物凄い数の外国人が来ている。北九州市はそこにもう少

し力を入れないといけないと非常に強く思っている。 

次回の検討会などの機会でも別の機会にでも、観光課のほうで、「これならば発展・ 

栄は間違いないぞ」と言われるような、ワクワクするような思いになるような、そういっ

たことを考えてもらいたい。 

現在、全国的にインバウンドがすごい勢いだが、これがあと１年したら終わるか？多分

終わらない。もっと続く、もっと勢いが出る。だから我々はそこに目を向けなければい

けない。どの国の人を狙っているのか？どの国のどんな人に来てもらいと思っている

のか？そのためにはどうしたらいいのか？もしＰＲが弱いとするならば、もっと専門家

を入れて、ＳＮＳなどを使って売り込むべきだと思う。 

今後は、中国からも来る。そうなったときに後悔しないようにしなければいけない。 
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